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１ 計画の目的 

  障害者施策の基本理念である、全ての国民が障害の有無によって分け隔て

られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現

のためには、職業を通じた社会参加が重要です。 

  本市においても、全ての障害のある職員が、その障害特性や一人ひとりの

個性に応じた能力を有効に発揮できる職場環境を整備するとともに、その職

業生活における活躍を推進すること目的として、令和２年３月に岩国市障害

者活躍推進計画を策定しました。 

  引き続き、法定雇用率の達成に留まらず、職業を通じて障害のある職員の

社会的自立を促進し、職場定着を進めていく取組を推進していくため、この

たび、計画の一部を改訂しました。 

 

２ 実施主体 

  本計画は、障害者雇用率の適用が同一機関として認定され、また、職員採

用を一体的に行っている、岩国市長及び岩国市教育委員会が連携して実施し

ていきます。 

 

３ 計画期間 

  本計画の期間は、令和５年４月１日から令和 10年３月 31日までの５年間

とします。 

 

４ 障害者雇用に関する本市の課題 

  本市においては、令和４年６月１日現在、法定雇用率を達成しているとこ

ろですが、令和６年度からの法定雇用率の引上げや、今後の対象職員の退職

等により雇用者数に不足が生じる可能性があります。 

  これまで新規採用職員の募集における障害者採用枠の設定や、ハローワー

クを通じて非常勤職員の募集における障害者の優先採用を実施してきまし

た。障害者である職員が仕事に積極的に関与し、仕事に対する誇りや、やり

がいを感じ、活力を得ていくためには、サポートする職員の確保・育成、職

員間の相互理解、受け入れ体制の充実等、職場環境の整備に係る各種取組が

必要とされています。 

 

５ 目標 

 ⑴ 採用に関する目標 

障害者の採用について、実雇用率を法定雇用率以上とすることを目標とし

ます（令和４年６月１日現在の実雇用率 2.63％）。 
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評価方法としては、毎年の任免状況通報により把握、進捗管理を行うこ

ととします。 

  ※ 令和５年３月時点の地方公共団体の法定雇用率は 2.6％ですが、令和６年４

月１日から 3.0％に引き上げられます（経過措置として、令和８年６月 30日ま

での間、2.8％）。 

 

⑵ 定着に関する目標 

  障害者の活躍を推進するための環境整備等を行うことで、不本意な離職

を極力生じさせないこととします。 

  評価方法としては、毎年の任免状況通報において、前年度の雇用者の定

着状況を把握、進捗管理を行うこととします。 

 

６ 取組内容 

⑴ 障害者の活躍を推進する体制整備 

① 組織面（雇用・サポート体制） 

ア 障害者雇用の推進に関する実務責任者である障害者雇用推進者とし

て、職員課長を選任します。 

イ 障害のある職員の職業能力の向上や職場生活等に関することについ

て、相談・指導を行う障害者職業生活相談員を選任します。 

ウ 障害の特性等に応じて、障害のある職員の業務や職場環境等に関す

る相談を受け、必要な助言を担う個別支援者（職場の上司や同僚等）

の配置を行います。 

エ 障害のある職員の健康管理面に関する相談については、保健師(メ

ンタルヘルス相談員)や産業医により対応します。 

オ 必要に応じて、庁内の関係部署との連携を図り、本計画の実施状況の

点検、見直し等を行う推進体制を構築します。 

カ 相談体制や就労促進に関して、庁外の関係機関（公共職業安定所、障

害者支援機関等）との連携、情報の共有を行います。 

 

   

② 人材面 

    障害者職業生活相談員に選任が予定されている者については、独立行

政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する「障害者職業生活

相談員資格認定講習」を受講します。 

    また、障害者が配置されている所属を中心に、労働局が実施する「精

神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を受講します。 
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 ⑵ 障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出 

   障害の種類・程度や特性は個人ごとに様々であり、それぞれに応じた適

切な合理的配慮を行えば、公務部門においても高い能力を発揮し活躍する

ことができます。 

   こうした前提を踏まえ、各部署への照会やヒアリングを通じて業務の洗

出しや要求されるスキルの整理を行い、これらを集約することで新たな職

務として再構築する等、障害の特性等に応じた職務の選定及び創出につい

て検討を行います。 

   また、障害者と業務の適切なマッチング、職務遂行状況、習熟状況等に

ついて、随時点検を行い、継続的な職務の選定・創出を図ります。 

 

 ⑶ 障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

  ① 職場環境 

    障害者が働きやすい職場環境をつくるため、障害の特性等や要望を踏

まえ、施設・設備の改善、各種支援機器の購入及び職場介助等につい

て、援助等を行う者の過重な負担※とならない範囲で合理的配慮に係る

措置を講じます。 

    また、新規に採用した障害者については、必要に応じて面談や所属を

通じた配慮等の把握を行い、職務遂行上の不安の解消や継続的なサポー

トを行います。 

   ※ 過重な負担とは、事務又は事業への影響の程度、実現可能性の程度及び費

用・負担の程度等を勘案し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判

断するもの。 

 

  ② 募集・採用 

   ア 職場実習 

     職場実習は、障害者である人を一定期間職場に受け入れ、公務職場

での実務を体験させることで、障害者である人と職員の相互理解を深

める機会となるため、インターンシップの受入れの中で障害のある学

生の職場実習を行います。 

    

   イ プレ雇用 

     常勤職員として採用が内定した障害のある人について、採用後に円

滑に勤務を開始できるよう、本人の希望に応じ、常勤職員としての採

用前に、非常勤職員である会計年度任用職員として任用する、プレ雇
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用を行います。 

    

   ウ 募集・採用手続 

     障害者採用の募集に当たっては、次の取扱いは行わないこととしま

す。 

    ・特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。 

    ・自力で通勤できることといった条件を設定する。 

    ・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。 

    ・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられ

ること」といった条件を設定する。 

    ・特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。 

 

     また、採用試験の実施に当たっては、障害のある応募者からの要

望・申出を踏まえつつ、過重な負担となる場合は除き、その意向を尊

重して障害の特性等に配慮した工夫を行います。 

 

  ③ 働き方 

    会計年度任用職員による任用に当たっては、無理なく、かつ、安定的

に働くことができるよう、可能な限り障害のある職員の希望を踏まえた

弾力的な勤務時間の設定を行います。 

    また、障害の状態等に応じた、時間単位の年次有給休暇、病気休暇等

の利用を促進します。 

 

  ④ キャリア形成（職業能力の習得） 

    ＯＪＴを始め、職場研修等を通じた職業の能力の習得により、職場の

要請・期待と障害のある職員本人の能力・技術の間の差（ギャップ）の

解消に努めます。 

    また、会計年度任用職員等の任期が定められた障害のある職員につい

ては、中長期的なキャリア形成に関する本人の希望等を踏まえ、任期の

終了後においても引き続き公務内外で就労できるよう、その内容や各職

種で求められる技能等に関連する職務への従事や実務研修の実施等の配

慮を講じます。 

   

  ⑤ その他の人事管理 

    毎年実施する自己申告の提出や随時の面談等により、状況把握、体調

面への配慮を行います。 
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    中途障害者（在職中に疾病・事故等により障害者となった者をい

う。）について、円滑な職場復帰のために必要な職務選定、職場環境の

整備等や通院への配慮、働き方、キャリア形成等の取組を行います。 

    また、本人の希望に応じて、「精神障害者等の就労パスポート」の活

用等により、就労支援機関等と障害特性等についての情報を共有し、適

切な支援や配慮を講じます。 

 

 ⑷ その他 

   国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律

に基づく、障害者就労施設等への発注を通じて、障害者の活躍の場の拡大

を推進します。 

   また、民間企業等における障害者の活躍を促進するため、法定雇用率以

上の対象障害者を雇用している等の民間企業等を、物品等の調達において

優先的に指名する制度を引き続き実施します。 


